
回覧  ★マイナンバーカードをお持ちの方は、  

マイナポータルで引っ越しの手続き★ 
 

３つのメリット ①わざわざ役場に行く必要はありません。 

          ②祝日や・夜間でも手続きができます。 

          ③転入時の手続がスムーズです。 
 

手続の流れ  ①マイナポータルへアクセス 

②届書情報等の入力・送信 

③転入先の窓口で手続き 
 

  準備するもの      ①ご自身のマイナンバーカード 

             ②スマートフォン・PC 

             ③新しい住所 

 

 

よくある質問 
Q.マイナポータルから引越し手続きできるのはどんな人？ 
A. スマートフォンを持っていて、電子証明書が有効なマイナンバーカ

ードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方 

 

Q.同じ世帯の家族などの届出を一緒にできますか？ 
A. 同じ世帯の家族の方であれば、一緒に届出していただけます。 

 

Q.今後、引越しの手続きをする場合は、必ずマイナポータルか

らの手続きになりますか？ 
A.これまでどおり、窓口での提出や郵送による提出も可能 

                        
 

ご不明な点などございましたら 

役場住民課生活環境係まで 
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